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岐阜大学における競争的資金等による公正な研究遂行に関する規程 

 

                             平成１９年１０月１日 

                             規程第６９号 

 （目的） 

第１条 この規程は，国又はそれに準ずる機関から配分される競争的資金を含む公的研究

費（以下，「競争的資金等」という。）の不正使用を防止し，職員の公正な研究活動意

識を高め，もって岐阜大学（以下「本学」という。）の健全な教育研究を促進すること

を目的とする。 

 （用語の定義） 

第２条 この規程において「教職員」とは，国立大学法人岐阜大学職員就業規則に定める

職員，国立大学法人岐阜大学契約職員就業規則に定める職員及び国立大学法人岐阜大学

パート職員就業規則に定める職員をいう。 

２ この規程において「教職員等」とは，役員，教職員及び本学の施設設備を利用し，研

究活動を行うことを認められた者をいう。 

３ この規程において「不正使用」とは，カラ謝金，預け金及びカラ出張並びにその他法

令や研究費を配分又は負担した機関の定めるルール及び学内規則等に違反して経費を

使用する行為をいう。 

４ この規程において「部局等」とは，大学本部各部，各学部（教育学部にあっては附属

学校を除く。），医学系研究科，自然科学技術研究科，連合農学研究科，連合獣医学研究

科，連合創薬医療情報研究科，図書館，地域協学センター，流域圏科学研究センター，

生命科学総合研究支援センター，留学生センター，保健管理センター，教育学部附属小

学校，教育学部附属中学校，医学部附属病院，教育推進・学生支援機構，研究推進・社

会連携機構，グローカル推進本部及び情報連携統括本部をいう。 

 （最高管理責任者） 

第３条 本学に競争的資金等の運営・管理の最終責任者として，最高管理責任者を置く。 

２ 最高管理責任者は，学長をもって充てる。 

３ 最高管理責任者は，不正使用防止対策の基本方針（以下「基本方針」という。）を策

定・周知するとともに，次条に定める統括管理責任者及び第５条に定めるコンプライア

ンス推進責任者が責任を持って競争的資金等の運営・管理が行えるよう，適切にリーダ

ーシップを発揮しなければならない。 

 （統括管理責任者） 

第４条 最高管理責任者を補佐し，競争的資金等の運営・管理について本学全体を統括す

る実質的責任と権限を有する者として，統括管理責任者を置く。 

２ 統括管理責任者は，研究を担当する理事（以下「担当理事」という。）をもって充て

る。 

３ 統括管理責任者は，不正使用防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者として，

基本方針に基づき，本学全体の具体的な対策を策定・実施し，実施状況を確認するとと

もに，最高管理責任者に報告しなければならない。 

４ 統括管理責任者は，前項の大学全体の具体的な対策の策定・実施にあたって，公正研



- 2 - 

究推進室長と協力して行う。 

（コンプライアンス推進責任者） 

第５条 部局等における競争的資金等の運営・管理について実質的な責任と権限を有する

者としてコンプライアンス推進責任者を置く。 

２ コンプライアンス推進責任者は，当該部局等の長（ただし，大学本部各部にあっては，

財務を担当する理事）をもって充てる。 

３ コンプライアンス推進責任者は，統括管理責任者の指示の下，次の各号に掲げる事項

を行わなければならない。 

一 部局等における対策の実施，実施状況の確認及び統括管理責任者への報告 

二 不正使用の防止を図るため，教職員等に対するコンプライアンス教育の実施，コン

プライアンス教育の受講状況の管理監督及び教職員等のコンプライアンス教育の理

解度の把握 

三 教職員等が適切に競争的資金等の管理・執行を行っているか等のモニタリング及び

必要に応じた改善の指導 

４ コンプライアンス推進責任者は，管理監督の実効的な責任と権限を持つ者として，必

要に応じてコンプライアンス推進副責任者を任命することができる。 

（職名の公表） 

第６条 前３条の責任者を置いたとき，又は変更したときは，当該職名を公表するものと

する。 

 （不正使用防止計画） 

第７条 公正研究推進室長は，統括管理責任者と協力して不正使用を発生させる要因に対

応する不正使用防止計画を策定するものとする。 

２ 前項に規定する不正使用防止計画は，必要に応じ見直すものとする。 

（不正使用防止計画の実施） 

第８条 コンプライアンス推進責任者は，統括管理責任者の指示の下，不正使用防止計画

を実施する。 

２ コンプライアンス推進責任者は，不正使用防止計画の実施にあたり，教職員等の研究

遂行に支障を及ぼすことのないように配慮しなければならない。 

３ 前項において「研究遂行に支障を及ぼすこと」とは，競争的資金等の費目ごとに使用

できる事項や費目の流用制限等の定めが当該競争的資金等の制度によって異なること

から，画一的な取扱を行い又は過剰な規制により競争的資金等の執行を遅らせることに

より，研究の遂行に大きな影響を及ぼすことをいう。 

（誓約書の提出） 

第８条の２ 教職員等は，コンプライアンス推進責任者からコンプライアンス教育実施時

（採用時，配置換等による業務の変更時等についてはその都度）に，本学の規則等を遵

守し不正を行わないことを誓約した書面を提出することを求められた場合は，当該誓約

書を提出しなければならない。 

２ 前項の誓約書の提出を拒否する場合は，競争的資金等の管理・執行に関わることがで

きない。 

 （受付窓口） 
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第９条 本学における競争的資金等の不正使用に関する通報及び告発（以下「通報等」と

いう。）に対応するため，学長の直属として大学本部に受付窓口を置くものとする。 

 （通報処理体制等の公表） 

第１０条 公正研究推進室長は，受付窓口，通報等及び通報等に関する相談の方法その他

必要な事項をホームページに公表する。 

 （通報等の方法） 

第１１条 通報等は，書面（ファックス，電子メールを含む。）を受付窓口に提出若しくは

送付し，又は電話若しくは面談により行うものとする。 

２ 前項の書面は，原則として顕名によるものとし，次の各号に掲げる事項を明示しなけ

ればならない。 

一 競争的資金等の不正使用を行ったとする教職員等の氏名又はグループ等の名称 

二 競争的資金等の不正使用の具体的内容 

３ 受付窓口は，前項各号の内容の一部又は全部に不備があるときは，当該書面の補正に

ついて指示することができる。 

４ 受付窓口は，通報等を受け付けたときは，速やかに統括管理責任者に報告するととも

に，通報等を受け付けた旨を当該通報等を行った者（以下「通報者」という。）に通知

するものとする。この場合において，受付窓口は，通報者に対し，更に詳しい情報の提

供又は当該通報等に基づいて行う調査等への協力について依頼することができる。 

５ 受付窓口は，当該通報等の対象に他機関に所属する者が含まれる場合は，当該他機関

に当該通報等を回付する。 

６ 第１項及び第２項に定めるもののほか，統括管理責任者は，報道，匿名による通報・

告発があった場合，又は学会や他機関から研究活動上の不正使用が指摘された場合にも，

第１項の通報等があったものとみなすことができる。 

（通報等に係る事案の予備調査等） 

第１２条 統括管理責任者は，受付窓口から通報等の報告を受けたときは，通報等の事実

を確認するために，被通報者が所属するコンプライアンス推進責任者に予備調査を勧告

する。 

２ コンプライアンス推進責任者は，前項の予備調査の実施に関し，通報者，被通報者そ

の他関係者に対し，必要な協力等を求めることができる。 

３ 前項の協力を求められた通報者，被通報者その他関係者は，誠実にこれに協力等をす

るものとし，正当な理由なくこれを拒絶することができない。 

４ 被通報者が所属するコンプライアンス推進責任者は，事実関係を調査し，その結果を

勧告から１４日以内に統括管理責任者に報告しなければならない。 

５ 統括管理責任者は，コンプライアンス推進責任者からの報告に基づき，さらに本格的

な調査（以下「本調査」という。）の要否を判断し，前条第４項又は第６項の通報等の

受付から３０日以内に当該競争的資金等の配分機関等に報告する。 

（本調査） 

第１３条 統括管理責任者は，前条の予備調査の結果等に基づき，本調査を行うことを決

定したときは，速やかに調査委員会を設置する。 

２ 統括管理責任者は，調査委員会を設置したときは，最高管理責任者及び当該競争的資
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金等の配分機関等に通知する。 

３ 統括管理責任者は，調査委員会を設置しないことを決定したときは，理由を付してそ

の旨を通報者に通知する。 

（調査委員会） 

第１４条 調査委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

一 統括管理責任者 

二 統括管理責任者が指名する者 若干人 

三 財務部長 

四 研究推進部長 

五 監査室事務主幹 

２ 前項第２号の委員には，弁護士，公認会計士等の資格を有し，本学に属さない第三者

（以下「学外委員」という。）を含めなければならない。 

３ 学外委員は，本学及び通報者，被通報者と直接の利害関係を有しない者でなければな

らない。 

４ 調査委員会に委員長を置き，統括管理責任者をもって充てる。 

（調査等） 

第１５条 調査委員会は、次の各号に掲げる調査を実施する。 

一 過去５年間の被通報者の研究費支出証拠書類の調査 

二 不正使用に関与した者の面談調査 

三 本学教職員による同様の不正使用の有無 

四 当該不正使用が競争的資金等の研究成果に及ぼす影響 

五 不正使用の発生要因 

六 不正使用の再発防止策 

七 その他必要となる事項の調査 

２ 調査委員会は，調査等の実施に関し，通報者，被通報者その他関係者に対し，必要な

協力等を求めることができる。 

３ 前項の協力を求められた通報者，被通報者その他関係者は，誠実にこれに協力等をす

るものとし，正当な理由なくこれを拒絶することができない。 

４ 調査委員会は，必要に応じて被通報者（調査対象となっている者を含む。）の調査対象

研究費の一時的執行停止を命ずる。 

５ 調査委員会は，調査の実施に関し，調査方針，調査対象及び方法等について，当該競

争的資金等の配分機関等に報告の上，協議する。 

６ 調査委員会は，調査の完了前であっても，当該競争的資金等の配分機関等の求めがあ

った場合は，調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を提出する。 

７ 調査委員会は，調査に支障がある等，正当な事由がある場合を除き，当該競争的資金

等の配分機関等の求めがあった場合は，当該調査に係る資料の提出若しくは閲覧又は現

地調査に応じる。 

（調査結果の報告） 

第１６条 調査委員会は，調査の完了後，不正使用の有無，不正使用の内容，不正使用に

関与した者，不正使用に関与した者の関与の程度及び不正使用の相当額等について認定
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し，速やかに最高管理責任者に報告しなければならない。 

２ 前項の規定に関わらず，調査委員会は，調査完了前に，不正使用の事実が一部でも確

認された場合には，当該事項を速やかに認定し，最高管理責任者及び当該競争的資金等

の配分機関等に報告する。 

（調査結果の通知） 

第１７条 最高管理責任者は，前条第１項の報告を受けた場合は，最終報告書（調査結果，

不正使用の発生要因，不正使用に関与した者が関わる他の競争的資金等における管理・

監督体制の状況及び再発防止計画等を含む。）を別紙様式により，第１１条第４項又は

同条第６項の通報等の受付から２１０日以内に，当該競争的資金等の配分機関等の長，

通報者，被通報者（被通報者以外で不正使用に関与したと認定された者を含む。以下こ

の条において同じ。）及び被通報者が所属するコンプライアンス推進責任者に通知する

ものとし，被通報者に他機関に所属する者がある場合は，所属する当該他機関の長に通

知するものとする。 

２ 前項の期限内に通知ができない場合は，当該調査の中間報告を当該競争的資金等の配

分機関等に提出する。 

３ 前各項の規定にかかわらず，最終報告書の通知の遅延に合理的な理由がある場合は，

当該競争的資金等の配分機関等と別途提出期限を設けることを協議する。 

４ 最高管理責任者は，調査の結果，当該通報等が悪意に基づくものであると認定された

ときは，通報者が所属する部局等（他機関に所属する者であるときは，当該他機関）の

長に通知する。 

（調査結果の公表） 

第１８条 統括管理責任者は，調査の結果，不正使用が認定された場合は，速やかに当該

調査結果を公表する。 

（措置） 

第１９条 統括管理責任者は，競争的資金等の不正使用があったと認めた場合，若しくは

通報等が悪意に基づく中傷であったと認めた場合は，国立大学法人岐阜大学職員懲戒規

則に基づく審査の申立を学長に行う。 

（内部監査） 

第２０条 最高管理責任者は，監査室に対して，競争的資金等の適正な管理のため，次の

各号について内部監査及びモニタリングを実施させる。 

一 会計書類上の監査の他，会計処理等の体制不備の検証や必要に応じて関係者へのヒ

アリング等 

二 公正研究推進室と連携し，不正使用の発生要因に応じた検証 

２ 監査室は，監査実施に当たって，監査内容を随時見直し，効率化・適正化を図る。 

３ 監査室は，監査結果について取りまとめ，適時，学内に公表するとともに，公正研究

推進室に監査結果を報告し，その有効活用を推進する。 

４ 監査室長は，内部監査において不正使用を発見した場合は，速やかに統括管理責任者

に報告するものとする。 

 （関係法令等の遵守義務） 

第２０条の２ 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）（平
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成１９年２月１５日文部科学大臣決定）その他の関連法令等に留意し,必要な手続きを

行わなければならない。 

（その他） 

第２１条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項は，別に定め

る。 

附 則 

この規程の施行日は，平成１９年１０月１日とする。 

附 則 

この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２２年７月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２２年１１月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２４年８月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２５年１２月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２６年９月１８日から施行し，平成２６年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 
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別紙様式（第１７条第１項関係） 

文  書  番  号 

平成  年  月  日 

 

 

（配分機関の長  殿） 

 

国立大学法人岐阜大学長 

              ㊞ 

 

 

（競争的資金等の名称）の不正使用に関する調査報告について（通知） 

 

 

平成  年度（競争的資金等の名称）において不正使用が行われたことが判明しました

ので，下記のとおり通知します。 

 

記 

 

１  経緯・概要 

・発覚の時期及び契機 （通報等の場合はその内容・時期等） 

・調査に至った経緯等 

 

２  調査 

（１）調査体制 

・調査委員会の構成 

（２）調査内容 

・調査期間 

・調査対象 

・調査方法 

・調査委員会の開催日時・内容等 

 

３  調査結果（不正使用の内容） 

（１）不正使用の種別 

（２）不正使用に関与した者 （共謀者を含む。） 

氏 名（所属・職（※現職）） 研究者番号 
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（３）不正使用が行われた研究課題（該当する研究課題分作成） 

研 究 種 目 名 ： 

研 究 期 間 ： 

研 究 課 題 名 ： 

研究代表者氏名（所属・職（※現職））・研究者番号 

交付決定額又は委託契約額（単位：円） 

平成   年度 平成   年度 平成   年度 平成   年度 平成   年度 

     

研究組織（研究分担者氏名（所属・職（※現職）・研究者番号）） 

 

（４）不正使用の具体的な内容 （可能な限り詳細に記載すること。） 

・動機・背景 

・手法 

・不正使用により支出された競争的資金等の額及びその使途 

・私的流用の有無 

（５）調査を踏まえた本学としての結論と判断理由 

（６）不正使用により支出された競争的資金等の額 

（該当する研究課題ごとに該当する年度分作成すること。） 

平成   年度（内訳）                                         （単位：円） 

費  目 

交付決定額 

又は 

委託契約額 

実績報告額 適正使用額 不正使用額 

物品費 －    

旅  費 －    

謝金等 －    

その他 －    

直接経費計     

間接経費     

合  計     

 

４ 不正使用の発生要因と再発防止策（当該研究者が関わる他の競争的資金等も含む。） 

（１）不正使用が行われた当時の競争的資金等の管理・監査体制 

（２）発生要因（可能な限り詳細に記載すること。） 

（３）再発防止策 

 

５ その他 

 

６ 添付書類一覧 
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※記入上の注意 

１「調査対象」は，対象者（研究者・業者等），対象経費（物品費，旅費，謝金等，その

他），当該研究者が関わる他の競争的資金等も含む。 

２「調査方法」は、書面調査（業者の売上げ元帳との突合等），ヒアリング（研究者，事

務職員，取引業者等からの聴き取り）等。 

３「不正使用の種別」は、架空請求（預け金，カラ出張，カラ雇用），代替請求等。 

４「その他」は，関係者の処分，交付中又は委託契約中の競争的資金等の取扱い，刑事告

発等の本学における当該事案への対応が決定次第，速やかに配分機関に報告すること。 

５「添付書類一覧」は，交付申請書，交付決定通知書又は委託契約書，収支決算報告書，

確定通知書，競争的資金等の受取口座の写し，その他参考資料（証憑類等）等。 

 

 

 


